
 

  

◎ 平成 27 年 1 ⽉ 1 ⽇から、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「法」)が
施⾏され、難病の医療費助成制度が実施されています。 

◎ 知事の指定を受けた指定医療機関(保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、
指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者)においてのみ受給者証を使
⽤出来ます。 

◎ 指定医療機関として指定を受けるためには、所在地の都道府県への申請⼿続きが必
要となります。 

◎ 指定年⽉⽇は、指定決定⽇の翌⽉ 1 ⽇となります。 
◎ 特定疾患治療研究事業において委託契約を締結している場合でも申請が必要です。 

指定医療機関について

指 定 医 療 機 関

 
指定医療機関の要件・責務

法第１６条 
指定医療機関は、厚⽣労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な

特定医療を⾏わなければならない。 

法第１７条 
指定医療機関の診療⽅針は、健康保険の診療⽅針の例による。 

法第１８条 
指定医療機関は、特定医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けな

ければならない。 

責 務 等 

① 以下のいずれかに該当すること 
〇 保険医療機関 
〇 保険薬局 
〇 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者 
〇 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者 

(訪問看護事業者に限る) 
〇 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者 

(介護予防訪問看護事業者に限る) 

② 法第１４条第２項に定める⽋格事項(申請書裏⾯参照)に該当しないこと 

要 件 
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 指定医療機関指定申請書（病院⼜は診療所・薬局／訪問看護事業者等）（様式１）
※申請書内の役員名簿欄が不⾜する場合は役員名簿を添付し提出ください。 

提 出 書 類 

〒 ８４０−８５７０ 
 佐賀市城内１丁⽬１番 59 号  

佐賀県健康福祉部健康増進課 疾病対策担当 
   電話０９５２−２５−７０７４ 

※郵送の際は、封筒に「難病指定医療機関申請書在中」等記載をお願いします。 

提出及び問合せ先

申 請 ⽅ 法

● 指定の決定後、県から各医療機関等あて指定通知書を送付します。 
● 受給者証に使⽤する医療機関名が記載されます。 
● 指定を⾏った後、県のホームページで公表します。 
 （公表内容：医療機関名称、診療科⽬、指定の有効期間） 
● 指定医療機関としての有効期間は 6 年間です。 
● 指定内容に変更が⽣じた場合は、所在地の都道府県知事に変更の届出が必要です。 

指 定 後

〇 医療機関等の所在地の都道府県が指定を⾏いますので、他の都道府県に申請する
必要はありません。 

〇 １つの法⼈等が複数の事業所を開設している場合、事業所ごとに指定申請が必要
となります。 

〇 スモン患者については「特定疾患治療研究事業」において医療費の助成が⾏われ
ますので、法施⾏前に締結していた委託契約は継続されます。 

留 意 事 項
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